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平成30年第１回嬉野市議会定例会議事日程

平成30年３月23日（金）

本会議第７日目

午前10時 開 議

日程第１ 討論・採決

議案第10号 嬉野市地域コミュニティセンター条例について

議案第11号 嬉野市住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定委員会設

置条例について

議案第12号 嬉野市地域福祉基金条例の一部を改正する条例について

議案第13号 嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について

議案第14号 嬉野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第15号 嬉野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

議案第16号 県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例の一部を改正する

条例について

議案第17号 嬉野市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて

議案第18号 嬉野市飲料水供給施設の設置等に関する条例及び嬉野市飲料水供

給施設給水条例を廃止する条例について

議案第19号 市道路線の認定について

議案第20号 平成29年度嬉野市一般会計補正予算（第６号）

議案第21号 平成29年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

議案第22号 平成29年度嬉野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第23号 平成29年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第３号）

議案第24号 平成29年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別

会計補正予算（第３号）

議案第25号 平成29年度嬉野市浄化槽特別会計補正予算（第２号）

議案第26号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費

特別会計補正予算（第２号）

議案第27号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費

特別会計補正予算（第２号）

議案第28号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理

事業費特別会計補正予算（第４号）

議案第29号 平成29年度嬉野市水道事業会計補正予算（第３号）
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議案第30号 平成30年度嬉野市一般会計予算

議案第31号 平成30年度嬉野市国民健康保険特別会計予算

議案第32号 平成30年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算

議案第33号 平成30年度嬉野市農業集落排水特別会計予算

議案第34号 平成30年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別

会計予算

議案第35号 平成30年度嬉野市浄化槽特別会計予算

議案第36号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費

特別会計予算

議案第37号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費

特別会計予算

議案第38号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理

事業費特別会計予算

議案第39号 平成30年度嬉野市水道事業会計予算

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第40号 嬉野市監査委員の選任について

議案第41号 嬉野市副市長の選任について

議案第42号 嬉野市固定資産評価員の選任について

日程第２ 発議第３号 嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任

並びに付託について

日程第３ 発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付

託について

日程第４ 議員派遣について

日程第５ 閉会中の付託事件について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前10時 開議

○議長（田中政司君）

皆さんおはようございます。本日は全員出席であります。定足数に達していますので、直

ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

日程第１．討論・採決を行います。

議案第10号 嬉野市地域コミュニティセンター条例について討論を行います。討論はあり

ませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第10号について採決をします。

議案第10号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第10号 嬉野市地域コミュ

ニティセンター条例については可決されました。

次に、議案第11号 嬉野市住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置条

例について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第11号について採決します。

議案第11号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第11号 嬉野市住生活基本

計画及び公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置条例については可決されました。

次に、議案第12号 嬉野市地域福祉基金条例の一部を改正する条例について討論を行いま

す。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第12号について採決します。

議案第12号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第12号 嬉野市地域福祉基

金条例の一部を改正する条例については可決されました。

次に、議案第13号 嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第13号について採決します。

議案第13号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし
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ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第13号 嬉野市重度心身障

害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例については可決されました。

次に、議案第14号 嬉野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について討論を行いま

す。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第14号について採決します。

議案第14号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第14号 嬉野市国民健康保

険条例の一部を改正する条例については可決されました。

次に、議案第15号 嬉野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第15号について採決します。

議案第15号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第15号 嬉野市後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例については可決されました。

次に、議案第16号 県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例

についてについて討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第16号について採決します。

議案第16号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第16号 県営土地改良事業

負担金に係る分担金徴収条例の一部を改正する条例については可決されました。
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次に、議案第17号 嬉野市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例につい

て討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第17号について採決します。

議案第17号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第17号 嬉野市水道事業の

設置等に関する条例等の一部を改正する条例については可決されました。

次に、議案第18号 嬉野市飲料水供給施設の設置等に関する条例及び嬉野市飲料水供給施

設給水条例を廃止する条例について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第18号について採決します。

議案第18号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第18号 嬉野市飲料水供給

施設の設置等に関する条例及び嬉野市飲料水供給施設給水条例を廃止する条例については可

決されました。

次に、議案第19号 市道路線の認定について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第19号について採決します。

議案第19号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第19号 市道路線の認定に

ついては可決されました。

次に、議案第20号 平成29年度嬉野市一般会計補正予算（第６号）について討論を行いま

す。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。
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これから議案第20号について採決します。

議案第20号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第20号 平成29年度嬉野市

一般会計補正予算（第６号）は可決されました。

次に、議案第21号 平成29年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について

討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第21号について採決します。

議案第21号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第21号 平成29年度嬉野市

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は可決されました。

次に、議案第22号 平成29年度嬉野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第22号について採決します。

議案第22号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第22号 平成29年度嬉野市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は可決されました。

次に、議案第23号 平成29年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第３号）について

討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第23号について採決します。

議案第23号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕
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投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第23号 平成29年度嬉野市

農業集落排水特別会計補正予算（第３号）は可決されました。

次に、議案第24号 平成29年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計

補正予算（第３号）について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第24号について採決をします。

議案第24号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第24号 平成29年度嬉野都

市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計補正予算（第３号）は可決されました。

次に、議案第25号 平成29年度嬉野市浄化槽特別会計補正予算（第２号）について討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第25号について採決します。

議案第25号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第25号 平成29年度嬉野市

浄化槽特別会計補正予算（第２号）は可決されました。

次に、議案第26号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別

会計補正予算（第２号）について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第26号について採決します。

議案第26号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第26号 平成29年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計補正予算（第２号）は可決されまし

た。

次に、議案第27号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別
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会計補正予算（第２号）について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第27号について採決します。

議案第27号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第27号 平成29年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別会計補正予算（第２号）は可決されまし

た。

次に、議案第28号 平成29年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業

費特別会計補正予算（第４号）について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第28号について採決します。

議案第28号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第28号 平成29年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計補正予算（第４号）は可決さ

れました。

次に、議案第29号 平成29年度嬉野市水道事業会計補正予算（第３号）について討論を行

います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第29号について採決します。

議案第29号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第29号 平成29年度嬉野市

水道事業会計補正予算（第３号）は可決されました。

次に、議案第30号 平成30年度嬉野市一般会計予算について討論を行います。討論はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第30号について採決します。

議案第30号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第30号 平成30年度嬉野市

一般会計予算は可決されました。

次に、議案第31号 平成30年度嬉野市国民健康保険特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第31号について採決します。

議案第31号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第31号 平成30年度嬉野市

国民健康保険特別会計予算は可決されました。

次に、議案第32号 平成30年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第32号について採決します。

議案第32号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第32号 平成30年度嬉野市

後期高齢者医療特別会計予算は可決されました。

次に、議案第33号 平成30年度嬉野市農業集落排水特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第33号について採決します。

議案第33号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。
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〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第33号 平成30年度嬉野市

農業集落排水特別会計予算は可決されました。

次に、議案第34号 平成30年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計

予算について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第34号について採決します。

議案第34号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いし

ます。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第34号 平成30年度嬉野都

市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計予算は可決されました。

次に、議案第35号 平成30年度嬉野市浄化槽特別会計予算について討論を行います。討論

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第35号について採決します。

議案第35号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第35号 平成30年度嬉野市

浄化槽特別会計予算は可決されました。

次に、議案第36号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別

会計予算について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第36号について採決します。

議案第36号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第36号 平成30年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計予算は可決されました。

次に、議案第37号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別
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会計予算について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第37号について採決します。

議案第37号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第37号 平成30年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別会計予算は可決されました。

次に、議案第38号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業

費特別会計予算について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第38号について採決します。

議案第38号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第38号 平成30年度嬉野市

嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計予算は可決されました。

次に、議案第39号 平成30年度嬉野市水道事業会計予算について討論を行います。討論は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第39号について採決します。

議案第39号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第39号 平成30年度嬉野市

水道事業会計予算は可決されました。

次に、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてについて討論を行います。討論は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから諮問第１号について採決します。
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諮問第１号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦については、適任と認め、答申することに決定いたしました。

次に、議案第40号 嬉野市監査委員の選任について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第40号について採決します。

議案第40号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第40号 嬉野市監査委員の

選任については、原案のとおり同意することに決定いたしました。

次に、議案第41号 嬉野市副市長の選任について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第41号について採決します。

議案第41号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第41号 嬉野市副市長の選

任については、原案のとおり同意することに決定いたしました。

次に、議案第42号 嬉野市固定資産評価員の選任について討論を行います。討論はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第42号について採決します。

議案第42号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、議案第42号 嬉野市固定資産評

価員の選任については、原案のとおり同意することに決定をいたしました。

それでは、３月23日、議員発議として辻浩一議員外14名から発議第３号 嬉野市第２次総
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合計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託についてが提出され、同日、議

会運営委員会が開催されました。

日程第２．発議第３号 嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任

並びに付託についてを議題といたします。

ただいま議題とした発議第３号につきましては、提案理由の説明を求めます。提出者、辻

浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

それでは、提案理由の説明を行います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発議第３号

嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託について

このことについて、別紙のとおり嬉野市議会会議規則第13条第１項の規定により提出する。

平成30年３月23日提出

嬉野市議会議長 田中 政司 様

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

提出者は私、辻浩一外14名でございます。

理由といたしまして、嬉野市第２次総合計画に関する調査研究を行うため特別委員会を設

置する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託について（案）

下記のとおり、特別委員会を設置する。

記

１ 名 称 嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会

２ 設置の根拠 地方自治法第109条及び嬉野市議会委員会条例第６条

３ 目 的 嬉野市第２次総合計画に関する調査研究

４ 委員の定数 16人

５ 調 査 期 間 本特別委員会は、３に掲げる調査研究が終了するまでとする。なお、議

会の閉会中も調査研究できるものとする。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上でございます。

○議長（田中政司君）

ただいま議題とした発議第３号につきましては、議員全員が提出者及び賛成者となってお

りますので、委員会付託、質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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異議なしと認めます。よって、発議第３号については委員会付託、質疑、討論を省略する

ことに決定いたしました。

これから発議第３号について採決をします。

発議第３号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。それでは、投票

をお願いいたします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、発議第３号 嬉野市第２次総合

計画に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託については可決されました。

委員会の定数は、議長を含め議員全員で16名とし、これに付託して調査することにしたい

と思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会を設置し、これ

に付託して調査することに決定いたしました。

ただいま設置されました嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会委員の選任につきまし

ては、嬉野市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議長が指名することとなっていま

す。１番山口卓也議員、２番諸上栄大議員、３番諸井義人議員、４番山口虎太郎議員、５番

宮﨑一德議員、６番宮﨑良平議員、７番川内聖二議員、８番増田朝子議員、９番森田明彦議

員、10番辻浩一議員、11番山口忠孝議員、12番山下芳郎議員、13番山口政人議員、14番芦塚

典子議員、15番梶原睦也議員、16番田中政司、以上16名を指名いたします。

ここで休憩いたしたいと思いますが、休憩中に嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会

を開催していただきまして、正副委員長の互選をお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。

午前10時35分 休憩

午前10時37分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

特別委員会の正副委員長が決定をいたしましたので、御報告をいたします。

嬉野市第２次総合計画に関する特別委員会委員長に山下芳郎議員、副委員長に梶原睦也議

員が決定いたしました。

次に、３月23日、議員発議として芦塚典子議員外５名から発議第４号 議会ＩＣＴ化に関

する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託についてが提出をされ、同日、議会運営委

員会が開催をされました。

日程第３．発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付
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託についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発議第４号

議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託について

このことについて、別紙のとおり嬉野市議会会議規則第13条第１項の規定により提出する。

平成30年３月23日提出

嬉野市議会議長 田中 政司 様

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

提出者、私、芦塚典子、賛成者山下芳郎議員以下５名です。

理由は、議会ＩＣＴ化に関する調査研究を行うため特別委員会を設置する。

提案の理由を申し上げます。

ＩＣＴ情報通信技術の急速な進化に代表されるスマートフォン、タブレット端末、ソーシ

ャルメディア、クラウド等の普及は、私たちのライフスタイル、ワークスタイルの幅広い場

面において変化をもたらし、さまざまな分野におけるＩＣＴ利活用のあり方も大きく変わっ

てきております。

情報化社会の著しい進歩に伴い、議会改革とともに議会のＩＣＴ化が全国的に進められて

いる昨今、ＩＣＴを活用して多用な住民の意見の把握、住民への情報提供、議会の効率化な

ど幅広い分野でどのような取り組みができるのか、嬉野市議会としての方向性を調査研究す

るため、特別委員会を設置するものであります。

発議（案）として、名称、議会ＩＣＴ化に関する特別委員会。本特別委員会は、地方自治

法第109条及び嬉野市議会委員会条例第６条に基づき設置するものです。目的として、議会

ＩＣＴ化に関する調査研究。委員の定数は６人といたします。調査期間は、議会ＩＣＴ化に

関する調査研究が終了するまでとし、議会の閉会中も調査研究できるものといたします。

以上、提案理由の説明及び内容説明を終わります。

○議長（田中政司君）

これで提案理由の説明を終わります。

お諮りします。発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選任並び

に付託について委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び

委員の選任並びに付託について委員会付託を省略することに決定いたしました。

議案質疑を行います。発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選
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任並びに付託についての質疑を行います。ここからは通告書なしでの質疑を行います。質疑

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、これで発議第４号の質疑を終わります。

討論・採決を行います。

発議第４号 議会ＩＣＴ化に関する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託について

討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから発議第４号について採決します。

発議第４号を原案のとおり決定することについて賛否の投票を求めます。投票をお願いい

たします。

〔押しボタン式投票〕

投票を締め切ります。全員賛成であります。したがって、発議第４号 議会ＩＣＴ化に関

する特別委員会の設置及び委員の選任並びに付託については可決されました。

委員会の定数は６名とし、これに付託して調査することにしたいと思います。これに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、議会ＩＣＴ化に関する特別委員会を設置し、これに付託し

て調査することに決定いたしました。

ただいま設置されました議会ＩＣＴ化に関する特別委員会委員の選任につきましては、嬉

野市議会委員会条例第８条第１項の規定により議長が指名することとなっています。１番山

口卓也議員、３番諸井義人議員、６番宮﨑良平議員、７番川内聖二議員、12番山下芳郎議員、

14番芦塚典子議員、以上６名を指名いたします。

ここで休憩いたしたいと思いますが、休憩中に議会ＩＣＴ化に関する特別委員会を開催し

ていただきまして、正副委員長の互選をお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。

午前10時45分 休憩

午前10時46分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

特別委員会の正副委員長が決定しましたので、御報告いたします。

議会ＩＣＴ化に関する特別委員会委員長に芦塚典子議員、副委員長に宮﨑良平議員が決定
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をいたしました。

日程第４．議員派遣についてを議題といたします。

嬉野市議会会議規則第163条の規定により、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた

場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等の諸手続について、議長に一任いただきたいと

思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、議員派遣についてはそのように決定をいたしました。

日程第５．閉会中の付託事件についてを議題といたします。

このたび、議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長から、お

手元に配付いたしました別紙付託文書表のとおり、閉会中もなお継続して調査したいとの申

し出があっております。

お諮りします。各委員長から申し出のあったとおり、閉会中の継続調査とすることについ

て御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決定をいたしました。

以上で本定例会に提出された案件の質疑、討論、採決など全ての日程が終了をいたしまし

た。

お諮りします。ただいままでに議決されました各議案について、条項、字句、数字その他

整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任すること

に決定をいたしました。

それでは、会議を閉じます。

平成30年第１回嬉野市議会定例会を閉会いたします。

午前10時49分 閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長 田 中 政 司

署名議員 川 内 聖 二

署名議員 増 田 朝 子

署名議員 森 田 明 彦


